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第１章  はじめに 

1. 事業の実施方法 

（１）事業の目的 

液化石油ガス（以下、「LPガス」と示す）による事故件数は、1979年の793件をピークに、マイ

コンメーター、ヒューズガス栓、ガス漏れ警報器等の安全装置の普及により、1997年には68件ま

で大幅に減少。1998年から2005年までは、75～120件／年で推移し、2006年以降は、事故届の徹底

指導等により、140～261件／年で推移している。さらなる事故の削減に向けて、全国のLPガス販

売事業者等の保安レベルの維持・向上が求められている。 

本事業は、LPガス事故件数を減らし、死亡者を発生させないために、全国のLPガス販売事業者へ

の電子情報処理組織を活用した講習等を実施し、LPガス販売事業者の保安技術・知識の向上を図

り、LPガス供給時の事故及び一般消費者等に起因する事故を防止し、保安の確保を図ることを目

的とする。 

【事故件数及び死者数の推移】 

 

【原因者別事故件数の推移】 

 
出典：経済産業省 産業保安グループ「令和４年度 液化石油ガス関係事故年報」 
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（２）業務内容 

全国約16,000のLPガス販売事業者のほとんどが中小零細企業であり、LPガスの輸入販売を手が

ける大手企業から町の個人商店まで事業規模の格差が大きい業界である。 

中小零細のLPガス販売事業者が独自に情報を収集し、自身の知識の更新及び社員に教育を行う

機会を多く取ることが難しいことから、LPガス販売事業者向けの講習及び個別指導を行う。 

今年度は昨年度に引き続きe-ラーニングによる講習と、個別指導を行った。個別指導について

は、訪問指導にて実施した。また、参加者募集にあたってはこれまで県協会を通して行っていた

が今年度は事務局（株式会社ＮＴＴデータ経営研究所）にて申し込み受付を行い全国の販売事業

所より参加者を募ることとした。 

その他、事業開始前に事業目的、内容を都道府県LPガス協会担当者に対して説明を行う説明会

と、本事業の活用について委員に検討いただく検討会を行った。 

以下、それぞれの事業の実施方法について記述する。 

 

1）講習及び個別指導の概要 

講習及び個別指導の概要は以下のとおりである。 
① 指導テーマ 

以下の４つのテーマについて指導を行う。 

(ア)法令指導に関すること 

(イ)保安業務指導に関すること 

(ウ)CO中毒事故防止に関すること（「業務用厨房機器のメンテナンスに関すること」を含む） 

(エ)LP ガス災害対策に関すること 

② 指導講師 
個別指導については保安専門技術者等指導を行えるもの。 

③ 講習の実施 
講習は以下の内容に基づき実施する。 

(ア)LPガス販売事業者等に対してオンデマンドの e-ラーニングによる講習とする。講習実施

期間１カ月から２カ月程度できる環境を提供し、計 2,000人以上の受講者を募ること。 

(イ)受講者のメールアドレス宛に受講サイトの URL、受講者のログイン ID及びパスワードな

どを提供することとする。 

(ウ)講習に参加した受講者に対し、電子情報処理組織を活用した講習に関するアンケートを

実施する。 

(エ)講習による習熟度を確認するために習熟度調査を行う。（当該調査の結果は、受講者本

人による調査とし、回収は行わない。） 

④ 個別指導の実施 
個別指導は以下の内容に基づき実施する。 

(ア)１テーマにつき１時間以上で実施する。 
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(イ)LPガス販売事業者等を対象とし、業務主任者や保安責任者を中心とした２名以上に対し

実施する。 

(ウ)個別指導を受けた事業者に対し、受講者用アンケートを実施する。 

＊注１：県協会は一般社団法人全国LPガス協会の会員である各都道府県LPガス協会をいう。 

2）講習等実施要領の提出 

講習等実施要領（以下、「実施要領」と示す）として、講習または個別指導の実施に係

る基本的な以下の事項を定め契約締結後、経済産業省産業保安グループガス安全室に提出

する。 
① 講師謝金に関すること（個別指導関係） 
② 交通費及び旅費の支払い条件に関すること（個別指導関係） 
③ 講習及び個別指導の運営方法に関すること（講習及び個別指導関係） 
④ 受講者用アンケート及び講師からの報告書の記載内容に関すること（講習及び個別指

導関係） 
⑤ 講習及び個別指導の実施に関して、より効果的な実施方法の提案（講習及び個別指導

関係） 
⑥ テキストの配付に関すること（講習及び個別指導関係） 
⑦ その他講習及び個別指導に関し必要な事項（講習及び個別指導関係） 

3）個別指導に係る実施の要望調査 

個別指導の実施に当たって、県協会から個別指導に係る実施の要望調査を行う。 
調査は、講習及び個別指導ごとに以下の内容を記入できるように様式を作成し、実施要

領と併せて県協会に送付する。 
① 個別指導についての調査事項 
(ア) 希望テーマ 

(イ) 指導先事業者の名称 

(ウ) 従業員数 

(エ) 所在区市町村 

(オ) 受講者数（見込み） 

 

4）個別指導の実施案の作成、調整 

個別指導の要望調査に基づき、各県協会の個別指導の実施案を作成し、経済産業省産業

保安グループガス安全室と調整する。なお、令和４年度事業と個別指導先での指導内容の

重複に留意する。 
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5）県協会用アンケートの実施 

県協会に対して県協会用アンケートを実施し、結果を経済産業省産業保安グループガス

安全室に提出する。アンケートの内容については、経済産業省産業保安グループガス安全

室と調整する。 

 

6）事前会議（説明会）の実施 

講習及び個別指導の実施に際して、指導等の内容を調整するため、事前会議を実施する。

事前会議は、県協会担当者を集め、開催することとする。事前会議は、電気通信回線を利

用した会議により１回実施する。 

 

7）検討会の実施 

本事業の活用について、５人程度の有識者と検討会を２回程度行うこととする。有識者

については、経済産業省と協議すること。 
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第２章  事前準備 

 

1. 県協会への事前アンケート調査 
 

（１）実施概要 

個別指導を行うにあたり、実施の有無と希望テーマ及び参加者数を把握することを目的

に、県協会への事前アンケートを実施した。また、併せて今年度はe-ラーニングの受講希

望者を県を通しての申込み受付から、事務局一括での申込受付へと変更することに伴い周

知協力の意向確認と説明会への参加希望確認アンケートを合わせて実施した。 

実施概要は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

（２）結果 

回収は、メールにて実施した。昨年度まではe-ラーニングの実施、個別指導の実施を確認

していたが、今年度はe-ラーニングへの周知協力範囲の確認、説明会への参加の有無、個別指

導の実施について確認を行った。 

 

 

 

 

 

 

実施期間： 令和５年９月 

対  象：各都道府県のLPガス協会 

方  法：メール 

協 会 数：47協会 

回答済み：41件 （内個別指導の実施１県協会） 

未回答 ：６件 
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2. 県協会に対する実施要領の作成 
今年度は講習をe-ラーニングとして実施することになったため、その点も踏まえて実施要領

を作成した。希望受講者の募集及び個別指導は地域単位としたため、県協会に委託することと

した。このため、講師謝金等支払い基準を記した実施要領を作成した。 

以下に実施要領の内容の一部を示す。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 

 

令和５年度地域保安指導事業に係る実施要領 

 

Ⅰ．事業目的 

 本事業は、保安専門技術者等を講師として、地域のLPガス販売事業者に対し保安業務指導等

を行い、LPガス販売事業者等の保安水準の維持、向上を図ることで消費者に対する保安を確保

することを目的とする。 

 

Ⅱ．事業概要及び実施方法 

（１）保安技術等講習 

① 以下のテーマについて講習を実施し保安業務指導等を行う。 

ⅰ）法令指導に関すること  

ⅱ）保安業務指導に関すること 

ⅲ）CO中毒事故防止に関すること（「業務用厨房機器のメンテナンスに関すること」を

含む。） 

ⅳ）LPガス災害対策に関すること  

② 今年度も、e-ラーニングでの講習を行う。 

③ e-ラーニングのシステム及び受講依頼はＮＴＴデータ経営研究所（以下、「NTTDKK」とい

う。）より行う。各都道府県エルピーガス協会（以下、「協会」という。）は e-ラーニング

の実施の周知にご協力ください。 

※周知において費用（郵送料等）が発生する場合は実費分を負担する。 

④ e-ラーニングは４テーマを提供する。受講者は１テーマ以上実施することとする。 

⑤ NTTDKK は、協会ごとに個人情報を除く受講歴を共有する 

 

（２）個別指導 

・ 保安技術講習とは別に LP ガス販売事業者等の事業所等において保安業務の実施にあたっての

アドバイス等の指導を行う。 

・ 指導方法は現地またはオンラインでの指導とする。 

・ 販売事業者選定にあたっては、過去に事故をおこした販売事業者及び県の立ち入り検査で改善

を求められた販売事業者等を優先して選定すること。 
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・ 個別指導の対象者は、業務主任者や保安責任者を中心とした２名以上に対して行うこと。 

・ １テーマにつき１時間以上で実施すること。 

・ 県協会あたり計 15回を上限とする。 

・ 実施終了後、個別指導記録（⑤－①個別指導記録）を作成すること。受講者のサインの変わり

に WEB会議の様子を添付すること。（受講者が参加している状況でスクリーンショット、写真

等で記録する） 

訪問指導とした場合は受講者全員の氏名を記載（原則本人直筆）すること。 

・ 個別指導の実施前に、講師と県協会の間において委嘱状・就任承諾書の取り交わすこと。 

 

（３）講師会議 

県協会単位で行う講師会議については、事業の対象としない。 

（以下省略） 
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3. 県協会との契約手続き 
 

（１）手続きの流れ 

1）県協会からNTTデータ経営研究所への実施計画書及び支出計画書の提出 

本事業実施にあたり、実施計画書及び支出計画書を各県協会よりNTTデータ経営研究所に提

出していただいた。提出いただいた実施計画書の様式を以下に示す。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

令和５年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等委託費（地域保安指導事業） 

に係る実施計画 

 

協会名：  

 

 

１． 個別指導の実施予定回数 

個別指導実施回数（事業所数）  回 

指導予定テーマ   

指導予定時間 時間 

指導予定人数 人 

＊別途個別指導先を報告すること（②-1個別指導先リスト） 

 

以上 

 

 

2）契約手続き 

今年度は電子契約を基本とし状況に応じて従来通り下記の書類を送付のうえ、契約書を取り

交わした。また、電子契約について対応いただける県協会については電子契約にて手続きを

行った。 

 

・ 令和５年度地域保安指導事業運営業務に関する委託契約書  ２部 

・ 関係書類集                       １部 
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4. 説明会 
 

（１）開催趣旨   

近年新型コロナ感染症予防対策として集会による講習からオンデマンドの e-ラーニング

による講習に変わり、今年度も引き続きインターネットで受講する e-ラーニングによる講

習を実施することとなった。また、今年度は昨年度と募集方法を変更しこれまでの各県協会

での受講者受付ではなく、運営事務局での一括申込対応となることから各県協会との連携

方法や周知協力などの説明を行った。 

説明会ではe-ラーニングと個別指導の実施内容、実施方法、注意事項について説明を行っ

た。 

 

（２）開催状況 

開催日時   令和５年 10月 11日 14：00～15：00 

会  場   WEB会議ツール 

参加者数   協会担当者 11名 その他関係者５名 合計 16名 

※その他当日参加ができないと連絡があった 15名の方には動画を共有した。 

 

議  題  ・e-ラーニングのご説明 

・周知のお願いについて 

・個別指導について 

・質疑応答 

 

配布資料  ・式次第 

・資料１：R５地域保安指導事業説明資料 

・資料２：「実施要領」についての補足説明等 
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（３）事業説明資料（一部抜粋） 
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20 三重県ＬＰガス協会 118 97 94 79 83 
21 岐阜県ＬＰガス協会 8 10 8 8 7 
22 富山県エルピーガス協会 29 23 25 24 25 
23 石川県エルピーガス協会 67 54 59 51 56 
24 福井県ＬＰガス協会 3 3 3 2 2 
25 滋賀県ＬＰガス協会 20 15 15 14 12 
26 京都府ＬＰガス協会 27 27 26 24 25 
27 奈良県ＬＰガス協会 11 11 11 11 11 
28 和歌山県ＬＰガス協会 22 17 17 19 17 
29 大阪府 LP ガス協会 30 29 29 26 27 
30 兵庫県ＬＰガス協会 24 22 22 21 20 
31 鳥取県ＬＰガス協会 112 92 98 82 90 
32 岡山県ＬＰガス協会 132 107 109 93 99 
33 島根県ＬＰガス協会 100 76 79 71 75 
34 広島県ＬＰガス協会 129 121 122 113 112 
35 山口県ＬＰガス協会 46 36 36 32 34 
36 徳島県エルピーガス協会 5 5 5 5 5 
37 香川県ＬＰガス協会 12 12 7 6 7 
38 高知県ＬＰガス協会 91 64 68 59 67 
40 福岡県ＬＰガス協会 4 3 4 4 3 
41 佐賀県ＬＰガス協会 42 40 40 34 33 
42 長崎県ＬＰガス協会 4 5 4 3 3 
43 大分県ＬＰガス協会 59 49 48 40 37 
44 熊本県ＬＰガス協会 14 12 9 7 8 
45 宮崎県ＬＰガス協会 4 2 3 2 3 
46 鹿児島県ＬＰガス協会 13 10 10 11 10 
47 沖縄県高圧ガス保安協会 7 6 7 5 5 
ー 非会員 42 44 42 41 41 

  総計 2518 2042 2122 1813 1885 
※講座視聴要件を満たしたものをカウントしているためアンケート等回答しておらず修了者と

なっていない者も含まれる。 
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（３） 個別指導の実施概要 

 今年度は訪問及びオンライン指導のどちらでの実施でも可能ととしたが、実施県協会の

希望により訪問による指導を行った。 

  

指導県協会：（一社）滋賀県 LPガス協会 

実施時期 ：令和６年２月 

実施方法 ：訪問による指導 

指導テーマ：法令指導、保安業務指導 

実施件数 ：３件 

受講者数 ：６名 
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2. 保安技術等講習におけるアンケート調査 
 

（１）アンケート調査の概要 

LPガス販売事業者等の保安技術等の普及を図ることを目的とした保安技術等講習において、

参加した受講者を対象にアンケート調査を実施した。 

アンケートでは、e-ラーニングの内容、受講状況、受講意向についてと、その他意見・要望

等を伺った。複数テーマ受講した場合でも回答は１回とした。修了条件にアンケートを加えて

いたこともあり、参加者2518名より回答いただき100％の回収率となった。 
 

【設問】 

・e-ラーニングの内容について（４段階評価） 

・e-ラーニングの受講状況について 

・e-ラーニングの受講意向、保安情報の収集について 

・その他意見・要望等 
 
 

  







 

24 

 

【自由記入（理解しにくかった点）】 

◆法令指導 

 スライドに表示している内容は全て説明が欲しい。 

 スライドの文字数が多いのでもっと簡素な感じにして欲しい。 

 保安業務委受託の手続について詳しく分かるともっと良かったです。 

 資料の文字が小さく少し見にくかった。 

 バルク貯槽の検査周期の見直し。 

 映像にアニメーションなどがあればさらにわかりやすいと感じた。 

 音声説明が画面上のどの部分を説明しているのか、わかりずらかった。 

 業務主任者の職について、もっと詳しくあればよかったと思う。 

 構図での説明付きだと、更にわかりやすいです。 

 講習の範囲が広く、内容が非常に多いため、すべてを理解するすることはかなり困難で

あった。 

 写真や動画等を入れた方がもう少し理解度が上がると思います。 

 図にした表記をして頂けるともっと理解しやすかったと思いました。 

 専門用語が多い為、もう少しかみ砕いた説明があると良かったと感じました。 

 第一号認定・第二号認定の「緩和される供給設備・消費設備点検」の内容と、ゴールド特

例の条件と緩和内容が理解しにくかった。 

 登録行政庁への報告、届け出等の提出先の判別。 

 特定貯蔵設備が容器とバルクで異なっていること。 

 届出・申請業務について、様式・添付書類等についての説明があれば実務が分かりやすい

かと思います。 

 実際に起こった例など、実例が欲しい。  

 保安物件等の保安距離は表でも良いが、具体的なイラスト等の表示も有れば良いと思い

ます。 

 法令が複雑なため、頭に入ってきにくかった。 

 法令が変わったことをまとめた文章がほしい。 

◆保安業務指導 

 ガス機器との接続関係についてはもっと細かい資料が欲しいです。できれば複数の部材

の製造会社が実際に販売している部材を上げて、実際の現場で起こりえる状況において

使用可能か不可能かを具体的に教えて欲しいです。 

 過去と最近との法令変更点と設備の変更点。 

 質量販売について詳しく教えて頂きたいです。 

 実際の事故事例、ヒヤリハット事例等の説明があればよかったと思います。 

 重量販売のキャンピングカーなどへの対応として使用者に講習をする内容を具体的に知

りたいと思った。ビデオによる受講と技術者による監督・指導が有れば受講日を記載し

た証明書を発行できる仕組みなどが有ればよいと思った。 

 接続ガス管の実際の使用している部分も拡大写真が見たかった。 
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 都市ガスとLPガスの保安基準の相違点。 

 表示されているテキスト内容とアナウンスの内容があまり合致していなかったので、理

解に苦しんだ。 

 部材等で自分たちの平素使っている呼び名と一致しないものもあったのでもう少し参考

の写真等があれば助かる。 

 保安活動は、重要な位置づけになりますので、事故事例に関する内容を映像化していた

だけるとよりリアルに体感できると考えます。映像化のコンテンツを増やして頂きたい。 

◆CO中毒事故防止 

 ナレーションが早いのでもう少しゆっくりでも、いいかもしれません。 

 化学反応式のところが難しかったです 

 完全燃焼するための計算が今一わからない。 

 実務レベルでCO警報器と換気警報器の閾値が理解できなかった。どの数値の場合にどの

ような対処を行うことがガイドライン上定められているのか（家庭用と業務用について）。 

また、第一号認定（ゴールド）におけるガスメーター連動CO警報器等が必要等、別視点

での内容が理解しにくかったです。 

 事故事例が少なかった。 

 法律的用語が割とあり理解するのに苦労した。 絵や図解をもう少し増やし文字数はもう

少し簡略化して見やすく理解しやすくしてほしい。 

◆災害対策 

 スライドの途中写真、データー等の画像が出てきますが、もう少し拡大できれば良かっ

たと思います。 

 資料写真が、大きく表示される機能が有ったら、良かったと思いました。 

 設備についてもう少し細かく講演をして頂きたかった。 

 津波等の災害対策だけではなく火災等の身近に起こりうる災害対策のところも詳しく取

り上げてほしい。 

 災害時の状況などの画像がもっとたくさんあると さらにわかりやすいと感じました。 

 表やグラフ等での紹介があるが、文字が小さすぎて見にくかった。 

◆その他（共通） 

 修了問題の内容を、開始時にランダムで変更されるようにしてほしいです。 

 手元に資料があると、理解しやすいと思った。 

 繰り返し聞かないとなかなか頭に入りにくい。 

 受講画面に到達するまでの過程と画面の見にくさ。 

 

他（一部抜粋） 
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２）e-ラーニングの受講状況について 

e-ラーニングを受講するのにかかった時間と受講機器について確認した。33％が41分以上学

習の時間を取っており、94％がPCを使って学習していることが分かった。 

今年度は法令改正など昨年度よりシートを増やしたテーマもあり、ある程度時間が必要で

あった。１テーマ30～40分程度の受講時間を想定して教材を作成していたため、概ね想定通り

の時間であった。 

 

問４：今回のe-ラーニング（テスト、アンケートを含めて）に、正味何分かかりましたか。 

 

問５：今回のe-ラーニングは何で受講しましたか。 
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３）e-ラーニングの受講意向、保安情報の収集について 

保安情報の収集について「どのように収集しているか」「社内保安教育で必要なコンテンツ」

のアンケートを行った。また、保安講習の受講意向について「保安知識を学ぶ機会の減少」「今

後の参加意向」「今後の指導テーマ」のアンケートを行った。 

「普段どのように保安情報を収集しているか」については、県協会等関係団体からの通知が

71％となっていた。また「社内保安教育で必要なコンテンツ」としては、テキスト59％、講習

会（e-ラーニング、オンライン）47％の順で多かった。 

 

問６：普段どのように保安情報を収集していますか。 

 

 

問７：社内保安教育で必要なコンテンツはどういったものですか 
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「e-ラーニングがないと保安知識を学ぶ機会が減少するか」については、「大変困る」「困

る」が全体で74%となった。「今後の参加意向」については「参加したい」「できれば参加した

い」が全体で95%となった。「今後の指導テーマ」については、自由記入とした。 

 

問８：今回のe-ラーニングがないと、保安知識を学ぶ機会が減り、困りますか。 

 

 

問９：来年も今回のようなe-ラーニングがあれば、参加しようと思いますか。 

 

 
 

 

 

 

 

 

15% 59% 25% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=2518)大変困る 困る あまり困らない 困らない

47% 48% 4% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=2518)

参加したい できれば参加したい おそらく参加しない 参加しない



 

29 

 

問10：今後受講を希望するテーマがあれば、ご回答ください。 

【自由記入】 

 近年5年以内、10年以内の法改正内容のまとめ。 

 立ち入り検査の確認ポイント 

 ヒューズガス栓の作動動画  等々、動画でないとイメージしにくいもの 

 １号認定保安機関の申請手続きについて 

 LPガス業界のDX化によりできること 

 LPガス販売事業における災害発生時の初動対応 

 Q＆Aのような、日々現場でおきた疑問など、詳しく説明しているような講習 

 ガス工作物の維持管理 緊急時対応の事例 ガス災害事故の事例動画 

 ガス漏れ対応方法 

 バルク供給 

 バルク貯槽に関する法令、点検方法など 

 ヒヤリハット事例 

 安全高度化計画にあるようなスマート保安 液化石油ガス設備工事等 

 液石法に関するスマート保安に関する講習 

 液石法改正について（設備貸与の料金上乗せ禁止）、デジタル規制改革について 

 火気距離対策。キャンピングカー質量販売の留意点 保安業務委託契約の留意点と2号業

務で別途必要な販売契約や配送契約など追加で必要なものの解説 

 火災時の対応 

 機器構造＆機器の性能に関しての知識向上 

 供給機器等技術的な講義 

 供給設備（調整器・メーター・高圧ホース） 消費設備（給湯器・ビルコン・湯沸器）に

ついて 保安教育を実施できるようなもの 

 業務主任者の役割について 

 近年大型災害が頻発しているため災害対策の定期的なブラッシュアップを期待したい 

 現場に行く機会がないので写真があると分かりやすい。 もう少しミクロに燃焼器接続の

ホースに関しての実施や 配管に関して詳細の講義 

 今後のLPガスの展望、エネルギー政策 

 質量販売について 

 設備士講習、新技術、新製品等 

 法律等規則が変更追加が有った時には、eランニングを行ってほしい。 

 容器配送業務や供給開始時点検調査 

他（一部抜粋） 
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４）その他意見、要望について（一部抜粋） 

【e-ラーニングシステムについて】 

・ とても使用しやすく閲覧する事ができたが、ブラウザ上での操作で項目終了時などでの戻り

方、つぎの項目への進み方が少しわかりづらいと感じた。 

・ パソコン操作が不慣れななので難しい。 

・ 画像があり分かりやすい。いつでも視聴できればと思います。 

・ 受講結果の取りまとめ（解析）については、別途どこかで開示して欲しい。 どういう分野が

弱いのか社内教育の参考にさせて欲しい。 

・ 大変良い内容でしたが、尺が長く 1.5 倍速で視聴した。1.5 倍速でも十分聞き取れたが全部

視聴するとそれでも長く感じた。テーマが毎に小分けに配信したほうが、現場職の方にも視

聴しやすいかと思う。 

【教材等について】 

 新入社員：初心者向け、中堅社員：中級者向け、講師レベルの上級者向け  等々、内容

に差を付けたコースが選択できると良いと思います。 

 人材不足、知識レベルの低下を改善するためにe-learningでの保安教育の機会を回数を増

やすなど教育内容を増加してもらいたい。 

 動画資料を増やしてもらえるとありがたい。(点検調査・事故事例・注意喚起等） 

 Eラーニングも以前よりは大分理解しやすくなりました。さらに動画等で技術的な説明を

増やしていただければ一層分かりやすくなると思います。 

 いろいろなテーマの20～30分程度の保安に関する動画があれば、何回かに分けてスタッフ

に見させ、目と耳での教育ができればと思います。 

 テストの問題を増やしてほしい 問題を難しくして解説していただきたい。 

 字が小さくて見えにくい為、フルサイズで表示されるとありがたいです 

【全体に対して】 

 願わくば対面での講習を復活して頂きたい。 

 質疑応答等も可能なリアルの講習会も引き続き必要ではあると思う。 

 講習期間をなるべく冬の繁忙期以外でおこなってほしい。 

 地域保安情報の提供をお願いします。 

 地震等の災害の時に現実の行動方法を具体的に指導してほしい。 

 定期的に実施してもらいたい。 

 Eラーニングは時間と場所の制約が少なくとても良いと思います。 

 このｅラーニングは、各テーマの内容、講習の量いずれも適正で非常に取り組みやすく作

られていると思います。ベテランから新人までしっかり学習できるので、今後も活用して

いきたいと考えています。 

 保安講習会等で知見を得る機会も大きく減少していることから、ぜひ地域保安指導事業は

今後も継続してほしい。 

他（一部抜粋）  
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3. 保安技術等講習における習熟度調査 
 

（１）習熟度調査の概要 

LPガス販売事業者等の保安技術等の普及を図ることを目的としたe-ラーニングにおいて、

参加者の習熟度を測るため確認テストの実施を支援した。 

確認テストは、e-ラーニング終了後に実施することによって受講内容に対する意識向上と受

講内容の復習を目的としている。１テーマあたり５問とし、４問以上正解することを修了の要

件とした。 

 

（２）習熟度調査例 

e-ラーニング教材終了後、選択式にて下記の習熟度調査を行った。 

1） 法令指導 

法令について正しいものを回答選択肢の中から選択してください。 
NO 問   題 解答 説   明 

１ 14条書面の交付について 

一般消費者との契約締結時に交付する

事項の中には、保安機関の氏名又は名

称や、ＬＰガスの価格の算定方法、算定

の基礎となる項目及び内容の説明が含

まれている。 

〇 

一般消費者に交付する14条書面には、

他にＬＰガスの種類、ＬＰガスの引き

渡しの方法等や規則13条で定める供給

設備及び消費設備の所有関係等があり

ます。 

法第14条 

資料17ページ 

２ 帳簿の保存期間について 

販売事業者が販売所ごとに帳簿に記載

すべき事項の保存期間は記載の日から

２年間とあるので、消費設備調査記録

も２年で廃棄した。 

× 

販売事業者の帳簿の保存期間は、記載

の日から起算して２年間が経過する日

とあるが、例外として14条書面は契約

終了まで、供給設備点検・消費設備調査

の記録等は次回の点検・調査が終了す

るまで保存しなければならない。 

規則第131条 

資料21ページ 

３ 特監法 特定ガス消費機器について 

「特定ガス消費機器」とはガスバー

ナー付き風呂釜、12KWを超えるガス瞬

間湯沸器、その他７KWを超えるガス湯

沸器並びに排気筒及び当該排気筒に接

続される排気扇のことを言う。 

〇 

表記のとおり。 

屋外に設置される給湯器は「特定ガス

消費機器」ではない。 

 

特監法施行令第1条 

資料28ページ 

４ 認定販売事業者について 

集中監視システムの設置割合が70％を

超え、第１号認定ＬＰガス販売事業者

に認定されると、すべての顧客の緊急
× 

集中監視を設置した認定対象消費者だ

けが、対象となり集中監視を設置して

いない消費者については、従前どおり

緊急時対応は30分以内となる。 

 

規則第46条 
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時対応が30分以内から対応距離は半径

40km以内となる。 

資料23ページ 

５ 特定供給設備に該当する設備につ

いて 

貯蔵設備が容器である場合は、貯蔵

能力が3,000kg以上、貯蔵設備がバル

ク貯槽である場合は、貯蔵能力が

1,000kg以上で、特定供給設備である。 

〇 

記述のとおり、特定供給設備になると

当該施設は、設置場所を管轄する都道

府県知事の許可及び完成検査を受けな

ければなりません。 

法第36条 

資料16ページ 
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2） 保安業務指導 

  保安業務について、次の内容が正しければ○、誤っていれば×を選択してください。 

NO 問   題 解答 説   明 

１ 液化石油ガス販売事業者は、その販売

契約を締結している一般消費者等に対

する保安業務を保安機関の認定を受け

ることなく、自ら行うことが出来る。 × 

液石法第27条第３項において、「液化石

油ガス販売事業者は、保安業務の全部ま

たは一部について自ら行おうとすると

きは、第29条第１項の認定を受けなけれ

ばならない。と規定されている。」従っ

て、本設問は誤りである。 

資料ページ： ２ページ 

２ 販売事業者によって選任された「業務

主任者」の職務の一つに、法第27条第

一項の保安業務の実施及びその結果を

確認することがある。 

〇 

規則第24条1項七号に、設問通りの規定

がある。 

従って本設問は正しい。 

 

資料ページ： ２ページ 

３ 告示で規定される「機器接続ガス栓」

は出口側接続部が回転するもので、燃

焼器に直接、ねじ接続するものである。 

〇 

告示で規定される「機器接続ガス栓」は

可とう管ガス栓の一つであって、つまみ

の色は青色と黒色の両方が流通してい

る。また、出口側接続部が回転するもの

で、燃焼器に直接、ねじ接続するもので

ある。従って、本設問は正しい。 

資料ページ： 16ページ 

４ ねじガス栓と可とう管ガス栓の大きな

違いの一つに、ロック機構が付いてい

るかどうかの違いがある。ロック機構

があるガス栓がねじガス栓で、ついて

いないガス栓が可とう管ガス栓であ

る。 

 

× 

ねじガス栓はロック機構がない。 

可とう管ガス栓はロック機構がある。 

その他の違いは、可とう管ガス栓は耐久

性がある。従って、末端ガス栓としては、

可とう管ガス栓を用いることが好まし

い。 

従って本設問は誤り。 

資料ページ： 17ページ 

５ 消費者の敷地内に配管用フレキ管を埋

設する時は、さや管の中に収めて埋設

すれば、埋設深度は特に問題ではない。 

× 

配管用フレキ管を消費者の敷地内に埋

設する時は、フレキ管をさや管の中に収

めて埋設することや、適切な埋設深度を

保って埋設することが事故防止のうえ

から重要である。 

資料ページ： 13ページ 
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3） CO中毒事故防止技術 

CO中毒事故防止技術について、次の内容が正しければ○、誤っていれば×を選択してください。 

№ 問    題 
解答

欄 
説明 

１ 

次の式からプロパン１㎥を完全燃

焼させるためには５㎥の酸素が必要

となるが、酸素は空気中の２１％の

容量なので排気ガス（燃焼排ガス）

は２６㎥となる。  

 C３H８＋５O２＝３CO２＋４H２O

＋2219ｋJ 

○ 

プロパン1モルの完全燃焼はC３H８＋５O

２＝３CO２＋４H２O＋2219ｋJであり、

発生する排気ガスN２（窒素）は19㎥＋

CO２（２酸化炭素）は３㎥＋H２O（水蒸

気）４㎥の合計26㎥ 

 

テキスト「CO中毒事故防止技術」６ペー

ジ 

スライド ３ページ 

２ 

燃焼を継続させるには、屋外の空

気を屋内に取り入れる給気と、ガス

が燃焼した後に出来る生成物（燃焼

排ガス）を屋外等に排出させること

は重要なことではない。 

☓ 

誤り 

排出させることは、重要です。 

 

テキスト「CO中毒事故防止技術」６ペー

ジ 

スライド３ページ 

３ 

消費設備調査において給気口の位

置（下方）と排気口の位置（上方）

が対角線上になっているかは、消費

設備の維持管理は消費者にあるので

販売店は考えなくてもよい。 

☓ 

誤り 

「周知」「供給開始時及び定期消費設備

調査」に確認の必要がある。 

 

テキスト「CO中毒事故防止技術」36ペー

ジ 

スライド ７ページ 

４ 

CO（一酸化炭素）中毒は不完全燃

焼で発生する。無色、無臭、無味の

気体である。血液中に入ったCO（一

酸化炭素）が抜けるのに、約半日～1

日かかる 

○ 

左記のとおり 

 

テキスト「CO中毒事故防止技術」11ペー

ジ 

スライド ９ページ 

５ 

CO（一酸化炭素）中毒を防ぐに

は、ＬＰガス販売店は「周知」をよ

り徹底して行い、「壊れるまで使

う。」という業務用厨房の担当者の

意識を変える。 

○ 

左記のとおり 

 

テキスト「CO中毒事故防止技術」85ペー

ジ 

スライド20ページ 
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4） LPガス災害対策 

LPガス災害対策について、次の内容が正しければ○、誤っていれば×を選択してください。 
NO 問   題 解答 説   明 

１ 液状化とは地震動によって地下水が地

表にあふれ出る現象のことで、一般的に

は海岸、埋め立て地、扇状地などの緩い

砂地盤を持つ土地で発生することが多

い。 
〇 

液状化によるLPガス設備への代表的な

被害として、埋設供給管、配管の損傷と

バルク貯槽等の沈下があげられる。液

状化のリスクの高い地域では、供給管・

配管の埋設を避け、バルク貯槽におい

ては地盤沈下による供給管の損傷防止

措置を行う。 

LPガス災害対策マニュアルP5 

スライドP1-4 

２ 中核充填所とは、販売系列の充填・配送

の効率化の為、販売会社が資金を出し合

い、地域の充填所をとりまとめ、大型化

した充填所のことである。 
× 

大規模災害発生時等に、被災地域に対

して、LPガスを安定的に供給できるよ

う、LPガスの自家発電設備、LPガス自動

車への充填設備、衛星電話等の設備を

導入した充填所で、系列以外にも緊急

時にLPガスを安定供給できる充填所の

ことである。 

LPガス災害対策マニュアルP48 

（参考スライドP.10） 

３ 集中豪雨により、河川があふれガス給湯

器が半分浸水したが、その後水が引き給

湯器には特段の故障もなかったので、試

運転後そのまま使用した。 × 

水没したガスメーター、調整器、ガス機

器等は外観に異常がなくても、後日浸

水による錆、つまり等の原因により、災

害が発生する可能性があるので、水没

した機器は、点検修理、もしくは取り換

えが望ましい。 

LPガス災害対策マニュアルP49 

スライドP.18 

４ 保安台帳や顧客データ等は定期的に電

子媒体、紙媒体等の持ち出し可能な形に

保存し、安全なところに保管する。また、

インターネットのデータ管理システム

（クラウド）等を活用する。 

〇 

東日本大震災では、津波や火災により、

帳簿が破損し、顧客の保安データ等が

壊失し、復旧に支障が生じたことから、

クラウド等に電子媒体で保管すること

を推奨している。 

LPガス災害対策マニュアルP52 

スライドP.5 

５ 洪水浸水想定区域（想定最大規模）等で、

１ｍ以上の浸水が想定されている地域

の消費先に設置されている充てん容器

に対して、ＬＰガス容器の流出防止措置

として鎖等の2重掛けを実施する必要が

ある。 

〇 

液石法規則の改正（供給設備の技術上

の基準の改正（容器の流出防止措置））

により、新規はもちろんのこと既存設

備についても、令和6年6月1日までに流

出防止策を講ずること。 

LPガス災害対策マニュアルP2 

スライドP.9 
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4. 個別指導でのアンケート調査 
 

（１） アンケート調査について 

今年は３件個別指導を実施し、３件のアンケートを回収した。個別指導の満足度は例年

高く、今年度も高い満足度を得ることができた。 

 

問１ 個別指導の内容について４段階評価でお答えください。 

Q1-1 個別指導の内容は参考となったか 大変参考になった  ３件 

Q1-2 新たに得られた知識はあったか 大いにあった 

一部あった  

１件 

２件 

Q1-3 講師の指導は適切であったか 大変良い   

良い     

２件 

１件 

Q1-4 教材（テキスト等）は適当であったか 大変良い    ３件 

 

問２ 指導内容の理解度についてお答えください。（4段階評価） 

よく理解できた １件 

理解できた ２件 

 

問３ 個別指導の評価できる項目を選択してください。（複数回答可） 

１ 知識の見直し １件 

２ 業界動向の情報交換 ２件 

３ 相談のしやすさ ３件 

４ 立ち入り検査前確認  

５ 立ち入り検査後確認 １件 

６ 帳票類の確認 １件 

７ 現場（容器、保管場所等）確認  

８ その他  

 

問４ 個別指導をどのように活用しているか、活用したいかについてお答えください。（複数回

答可） 

  活用している 活用したい 

１ 社員の保安教育    １件 １件 

２ 立ち入り検査前後の相談・確認  １件 

３ 知識の更新 １件 ２件 

４ 事故事例の情報収集   

５ 県及び国の通達情報の収集 １件 ２件 

６ 保安業務の相談   

７ その他   

 

問５  今後希望するテーマについて、あてはまるものを選択してください。 

法令指導 保安業務指導 CO中毒事故防止 LPガス災害対策 その他 

２件   ３件  
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5. 事業活用検討会 

（１） 開催趣旨   

新型コロナの影響により令和２年度からe-ラーニングによる保安講習を開催している。

これまでの県協会単位での講習会開催から実施方法が大きく変わったことで、保安専門

技術者指導事業で養成された保安専門技術者による地域での指導（講習）という構図が崩

れることとなった。こういった背景をうけ保安専門技術者指導事業はすでに終了してい

る。 

今年度は、昨年度の検討会にて出された意見をもとに実施方法が変更されたことにつ

いても報告するとともに変更点に対する実施状況の確認とご意見をいただいた。 

地域保安指導事業というこれまでの事業内容、実施方法にとらわれず、新たな保安対策

（保安指導、保安レベルの維持）について検討することを目的とし、今後のLPガス保安対

策として本事業に求められていることを整理し、次年度以降の本事業のあり方について

検討を行うこととした。 
 

（２） 開催状況 

検討会は、全２回で行われた。 

１）第１回 

開催日時   令和６年２月 27日 15：00～16：00 

会  場   WEB会議ツール 

参 加 者   検討委員５名（県協会担当者、保安専門技術者、全国 LPガス協会担当者、

高圧ガス保安協会担当者）、関係者５名     

 

議  題  ・検討会の目的 

・本事業のこれまでの取り組み 

・今年度の報告 

・意見交換 

 

配布資料  ・式次第 

・出席者名簿 

・資料１：事業活用検討会資料 

  

２）第２回 

開催日時   令和６年３月５日 15：00～16：00 

会  場   WEB会議ツール 

参 加 者   検討委員５名（県協会担当者、保安専門技術者、全国 LPガス協会担当者、

高圧ガス保安協会担当者）、関係者４名     
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議  題  ・第１回検討会の振り返り 

・次年度実施計画案 

・意見交換 

 

配布資料  ・式次第 

・資料１：第１回検討会議事録 

・資料２：事業活用第２回検討会資料 

 

（３） 検討会資料（一部抜粋） 

■第１回検討会資料：地域保安指導事業のこれまでの取り組み 
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■第１回検討会資料：今年度の報告 

 

＊数字は検討会で使用されたものであり、速報値としている。報告書では再度数字の精査を行い

取りまとめている。 

 

■第２回検討会資料：第１回検討会の振り返り 
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■第２回検討会資料：次年度の実施方針 

 

＊資料の抜粋は検討会で使用されたものであり、次年度実施することが約束されたものではあり

ません。 
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（４） 検討会まとめ 

 全国約 16,000 の LPガス販売事業者のほとんどが中小零細企業であるため、各自が独自に保安

教育を継続、保安レベルの維持を行うことの難しさがあったことから、これまで保安専門技術者

による保安講習会を開催し保安教育を実施してきた。中小零細企業への保安教育の支援という点

では、地域保安指導といったこれまでの講習会といった形にこだわらず継続的な指導の必要性に

ついて確認した。 

 保安レベルの維持、向上については国、県、県協会といった関係者の支援を受け LPガス販売

事業者が継続して取り組むべき事項である。 

 新型コロナ感染症対策として始まった e-ラーニングではあるが、今年度４年目を迎え実施方

法の課題と成果を整理することができた。保安業務指導についても高度化、効率化を踏まえ今後

も e-ラーニングといった方法を活用していく方針での検討を行った。 

昨年度検討会で挙げられた、県協会の参加意向や契約に囚われず、運営事務局による一括申込

受付による e-ラーニング受講者の募集での運営に対する実施報告と結果報告を行った。一定数

の申込者の増加が得られたものの県協会との連携や問い合わせ対応、個人情報取り扱いに関する

制約などいくつかの課題も見えてきた。 

次年度以降については、受講機会を限定することなく広く提供できた今回の運営方針は引継ぎ

つつ、県協会との周知協力関係の強化やこれまで声がけしなかった関係者への周知などの検討も

あげられた。 

また、今後受講者を増やしてくうえで問い合わせ窓口の効率化や個人情報等に関する内容の再

確認、教材の見直しなどのほか地域の指導者の育成や確保といった議題も挙げられ委員にて議論

を行った。 

本事業の活用方針としてはオンライン教育の継続と県協会など関係団体と連携し効率的な保安

教育の実施検討支援を行うことが挙げられた。 
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第４章  総括と今後の課題 

1. 講習 
（１）総括 

今年度も、引き続きe-ラーニングで保安講習を行った。今年度はこれまでの県協会を窓口とし、

LPガス販売事業者より参加者を募っていた方法から運営事務局にて申し込みサイトを作成し一括

受付方式とした。 

これまで参加意向の県協会に属する会員企業への周知に限定されていたが、県協会の参加意向

に関係なく希望する事業所の方が参加できるようになった。一方、県協会からの直接的な募集で

がなくなり参加者数が減ってしまう地域もあり、県協会との連携は欠かせない課題となっている。 

当初より周知が課題となると考えられたため、県協会向け担当者へe-ラーニングの説明会を実

施しe-ラーニングの説明と昨年度からの変更点について案内し、周知についても依頼を行った。 

HP、チラシを作成し各県協会にデータの送付と希望する県にチラシを送付した。また、ご協力

いただける県協会においては、会員企業への郵送も依頼した。周知の効果もありe-ラーニング受

講申込者は前年より約800人増えた。 

学習教材と確認テストのセットを4テーマ作成し、約１カ月半の実施期間を設け好きな時間に学

習ができる環境を提供した。また、アンケートへの回答も終了要件の必須事項とし100％の回収を

可能とした。 

１テーマあたり20～25シートに内容をまとめ適宜動画や補足説明のリンクを貼り確認を行える

内容とした。昨年度に引き続きナレーションを加えシートのポイントについて追加説明を行った。

また、事前に学習教材をダウンロードできるよう環境を整え受講前に内容を確認し、必要に応じ

て手元に資料を用意できるよう配慮した。また、受講の手引きについても図を多く加え、伝わり

やすいよう内容を変更した。今年度は災害対策に関する動画も見られるよう追加し経済産業省が

提供する教材を活用した。 

期間を設け、学習が終わっていない受講希望者には受講依頼を行うことで遠隔教育で課題とな

る学習状況の把握の難しさに対して、学習状況の管理と催促を行うことで多くの方に受講いただ

くことが出来た。 

これまで集会で講習会を開催する場合は１～２テーマを選択して開催していたが、e-ラーニン

グにおいては１テーマ以上の受講を必須とし複数テーマ受講できるようになっているため、多く

の参加者が複数テーマを受講していた。 

アンケート結果も、理解できている、参考となっているといった割合が高く、参加者からも移

動時間がないことや学習時間の自由度が高いことへ賛同も得られており、e-ラーニングの実施に

対して理解も進んできていることが伺えた。 

 

（２）今後の課題と取組提案 

e-ラーニングとなって４年目となり、過去課題として挙げられた音声での説明が欲しい、手元

に資料が欲しいといった点については、概ね改善が行えた。ただし、ナレーションの取り直しな
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ど教材の修正を多く加えたこともありe-ラーニングの実施時期は12月～２月のLPガス業界の繁忙

期となった。 

今年度は募集方法を変更したことから始めてe-ラーニングを受講される方も多く、システム利

用や、受講に必要なID,PWの受信に関する問い合わせが多くあった。昨年度の実施方法、教材につ

いては指摘された部分において、改善可能な部分については改善を行った結果、今年のアンケー

ト結果は概ね良い評価を得ることができた。 

さらなる改善として以下、今後の講習の課題と取組について記載する。 

 

【募集時の県協会との連携】 

今年度は運営事務局でのWEBサイトでの募集とした。県協会へは事業の案内として説明会を

開催し、周知のお願いとしてチラシの提供、郵送料の負担など行った。また関係業界団体へも

HP等で周知いただけるよう依頼した。 

過去本事業に参加していた県協会担当者においては、高い関心を持ち参加、周知協力をして

いただけたが、これまで本事業に参加されてこなかった県協会においては限定された部分も

あった。県協会からチラシの送付や案内文による後押しをしていただけた県協会からの申込み

が多かったことから、次年度以降も更なる県協会との連携は重要となる。 

そのほか、関係業界団体や県協会会員企業外へも周知していくことで幅広い関係者の参加が

期待できる。。 

 

【申し込み方法の改善】 

今年度は事務局にて一括申込としたことで個人ごとの申込み方法としたが、受講者からは企

業単位で複数件まとめての申込みを希望していることも分かった。 

個人情報の取扱いに留意しつつ、社内保安教育の一環として活用できるよう申込方法の改善

を行っていく。 

 

【問い合わせ窓口整理】 

事務局にて電話問い合わせとメール問合せ窓口を設置し募集期間中の問い合わせに対応し

た。システムに関する問い合わせはe-ラーニングシステム会社にてメール問い合わせを行った

が、問い合わせ先が２か所あったことで２度手間となってしまう部分もあった。 

メール受信や受講環境に関する問い合わせが多かった。 

問合せ先を明確にし、混乱のないように整えるとともに、今後問い合わせが集中する場合は、

コールセンターを用意するなどの対策が必要となる。 

 

 【実施時期の見直し】 

 事業開始時期は契約に係る部分もあるが、やはりLPガス業界の繁忙期となる冬季をさけ夏

～秋にかけて実施できるよう調整できるとよい。教材の修正など一定時間必要となるためその

点も考慮し春ごろからの準備が必要である。 
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2. 個別指導 

（１）総括 
今年度は、訪問による指導またはオンライン指導にて実施していただくことをご案内した。以

前より個別指導については、販売事業者の様子や保管されている資料、検査機器等の確認も踏ま

え訪問の指導への要望も多かったことからコロナ禍はオンライン指導としていた部分の変更を

行ったものである。 

変更したことを過去実施していた県協会に電話案内を行ったが、実施県協会は昨年度同様１協

会となり３事業所のみとなった。 

 

（２）今後の課題と取組 

総括で記載した課題に対して、下記の対応を検討する。 

【周知と要望の確認】 

今回実施要領の変更を電話にてお知らせした際に、実施したいとする県協会は数カ所あっ

たが補助事業など県協会が窓口となる他の事業の影響もあり実施ができない県協会があった。

早い時期に実施することに加え、周知することで実施したいとする県協会の参加が可能となる。 

 

3. 運営・手続き 
これまで、県協会とはe-ラーニングの周知、受講者の募集を契約をしたうえで依頼していた

が今年度は事務局にて募集したことで個別指導事業に参加しない県協会との契約はなかった。 

契約手続きや、問い合わせ対応など県協会の負担は減ったものの、情報共有の機会が減り本

事業に県協会の関りが減っていくことに事務局としては危惧している。 

県協会は販売事業者とのつながりを持っており、多くの情報が集まる団体でもあるため県協

会とのつながりを維持しながら今後も本事業を進めていくことが重要である。 

説明会や検討会といった機会を県協会との関係作りに活用していくことが必要である。 

 

  以上 
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